
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高倉小学校 学校教育目標 

 

 「ともに幸せに生きる力」を育てる 

 

８・９月の生活目標 

 

健康と安全に気をつけよう 
 

◆就学援助認定の方へのお知らせ◆ 

一般認定された方は、納入いただいた児

童費の金額が支給されます。 

支給日：１０月７日（火） 

宿泊行事の実費額も合わせて支給されま

す。 

たかくら
№５  令和７年８月２６日発行 

大阪市立高倉小学校 ８・９月号 

〒５３４－００１１ 

大阪市都島区高倉町３－３－１０ 

℡ ０６（６９２２）３３０１ 

幸せな毎日をつくっていこう！ 

今年の夏休みは例年以上に暑くなり、熱中症予防が大変だったように思います。そんな中で

も、地域の盆踊りなどで楽しんだ人がたくさんいたことでしょう。 

さて、２学期です。今の学年で大いに力を発揮するときです。５年生は林間学習で発揮した

力をさらに高め、そして自信をもって様々な活動に取り組んでほしいと思います。他の学年も

再スタートのつもりで、楽しみながら力を発揮してほしいと思います。 

そのようにする中で、特に「幸せ」について考えてください。幸せってどんな状態？どうした

ら幸せになるの？自分が、そしてみんなが幸せに過ごせる高倉小学校になるよう、日々のちょっ

としたことから取り組んでほしいと思います。みんなの力を信じています。がんばりましょう！ 

保護者の皆様、子どもたちみんなが元気に学校に戻ってきてくれたことをうれしく思ってい

ます。幸せに成長する子どもたちを後押しする教育活動を進めていきたいと思っています。 

今学期もご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

９月行事予定について 

学校公開日（学校選択制） 

９月１０日（水）に学校公開を実施いたします。今回は、令和８年度入学予定児童対象の学校

選択制のために行います。ごきょうだいに入学予定のお子様がいらっしゃる場合は参観してい

ただいて結構です。参観学年は 1 年生です。在校児童保護者の方は１１月１４日（金）に学習

参観を予定しています。駐輪場は設けません。必ず徒歩でご来校ください。 

校時変更のお知らせ 
８月２７日（水）～８月２９日（金）は短縮授業実施のため、５時間目終了後下校（１４時 

３０分頃）となります。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSvq2VlrncAhVTat4KHSOqAi4QjRx6BAgBEAU&url=https://sk-imedia.com/jyugoya-2731.html&psig=AOvVaw0g8oCbSrTk-Rfnz9YaqSIb&ust=1532571031384193


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８・９月の行事予定 
令和７（2025）年度                         大阪市立高倉小学校 

ご来校の際は、保護者証の着用をお願いします。 

 

日 曜 学　校　行　事
校庭

開放

26 火 始業式　給食開始　全学年１３：３０下校 ✕

27 水
発育測定６年

全学年５時間目終了後下校
✕ 生学

28 木
発育測定５年

全学年５時間目終了後下校
✕ SC

29 金
発育測定４年

全学年５時間目終了後下校
✕

30 土

31 日

1 月 発育測定２年 ✕

2 火 敬老会交流（ボッチャ）３年 ○

3 水 発育測定１年　PC開き１年 ✕ ICT支援員

4 木 発育測定３年　委員会活動 ○ SC

5 金 ✕

6 土

7 日

8 月 ○

9 火 ○

10 水 学校公開日（学校選択制）２限 ✕ 生学

11 木 ○ SC

12 金 プール納め ✕

13 土

14 日

15 月 敬老の日

16 火 ○

17 水 ✕

18 木 研究授業２年 ○

19 金 ニッセイ劇場４年 ✕

20 土

21 日

22 月 ○ ICT支援員

23 火 秋分の日

24 水 ✕ 生学

25 木 クラブ活動 ○ SC

26 金 社会見学6年　町たんけん２年 ✕

27 土

28 日

29 月 町たんけん2年予備日 ○

30 火 ○

PTA・その他行事

徴収金振替日（４・５年）


